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令 和 8年 1月 13日

海上保安庁総務部

情報通信課長 荒川 直秀

次のとおり、参加者を公募する。

1.公募の概要

本案イ有ま、海上保安庁(以下、「当庁」という。)が調達を行う「巡視船搭載用GNSS受信機の電波妨

害対策装置調査業務」について契約を希望する者を公募するものである。

参加を希望する者は、下記4.に記載の書類を提出し、「海上保安庁サイバー対策調査研究等技術

審査実施要領」に基づく技術審査(以下「技術審査」という。)を受け、同意を得た場合には本案件の調

達に関して参加が可能となる。

2.案件の概要等

(1)件  名

巡視船搭載用GNSS受信機の電波妨害対策装置調査業務

(2)調達品の概要

当庁の巡視船において必要な衛星測位システム等へのサイバー攻撃に対抗するため、更に

対策を強固としていく必要があることから、当該受信機の性能について当庁が求める性能を有

するか確認するため調査するものである。

(3)納入期限 令和 9年 3月 26日

3.参加要件

(1)基本的要件

① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号 )第 70条及び71条の規定に

該当しない者であること。

② 海上保安庁総務部長から指名停止を受けている期間中の者でないこと。

③ 令和 7・ 8・ 9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」の
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A、 B、 C又はD等級に格付けされ関東・甲信越地域の競争参加資格を有している者であるこ

と。

④ 経営状況や信用度が極度に悪化していないと認められる者。
⑤ 入札業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約相手方として不適当でない者。
⑥ 社内規定等により守秘義務を履行できる体制が整つていること。
⑦ 情報保全に係る履行体制の確保が図れること。
(2)技術的審査

技術審査基準に基づく審査の結果、巡視船に搭載する GNSS受信機が電波妨害を受けた際

の測位位置に関するデータ収集及び分析、並びに航海計器などへの影響を調査分析し、本装置

の有効性について調査できること。

4.応募要領

本件調達に参加を希望する者は、以下の提出書類を令和 8年 1月 22日までこ担当係に提出す

ること。

なお、別紙1～4については参加希望者に対し別途配布する。

提出書類

(1)参加申込書 (別紙 1)

(2)令和 7・ 8・ 9年度国土交通省競争参加資格決定通知書 (写)

(3)「秘密の保全に関する措置」及び「情報保全に係る履行体制の確保」に係る資料

・誓約書 (別紙 2)

・情報保全に係る履行体制に関する資料 (別紙 3)

(4)守秘義務を履行できる体制が確認できる社内内規等

(5)自認:書 α」紙 4)

(6)技術審査に必要な資料(別表 参照)

5.資料配布及び申込受付期間

令和 8年 1月 13日 (火)から令和 8年 1月 22日 (木)17時までの間

6.問い合わせ先及び提出書類の提出場所(担当課)

〒100-8976東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

海上保安庁総務部情報通信課 (担当:渡部)

電話(03)3591-6361 内線 2970
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7.見積合わせ予定日

令和 8年 2月 18日 (水 )

8.その他

(1)参加資格の通知

令和 8年 2月 6日ま
‐
0こ文書により通知する。

(2)手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(3)当該調達は、「予算決算及び会計令第99条第1号」に基づき「国の行為を秘密にする必要がある」

として契約を行うものであり、情報の保全を図ることが必要な調達であるため、仕様書は、この公

募に応募した者のうち、海上保安庁総務部情報通信課長の同意を得、技術審査に合格した者に

のみ配布する。



別紙 1

令和  年  月  日

海上保安庁総務部情報通イ詣果長 殿

法人住所

法人名

代表者指名

参 加 申 込 書

1 調達物件名
巡視船搭載用 GNSS受信機の電波妨害対策装置調査業務

2 提出資料
(1)本書 (別紙 1)

(2)令和 7・809年度国土交通省競争参加資格決定通知書の写し

(3)誓約書 (別紙2)

(0秘密の保全に関する規約等又はその写し
(5)情報保全に係る履行体制に関する資料 (別紙 3)

(③ 自認書 (別紙 4)

3 連絡員の氏名及び連絡先

同
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別 紙 2
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貴庁からご案内いただきました「巡視船搭載用 GNSS受信機の電波妨害対策装置調査業務」にかかる「秘密の

保全に関する措置」及び「情報保全に係る履行体制の確保」について、次のとおり誓約します。

記

1「秘密の保全に関する措置」について

(1)仕様書等図書の記載内容について、複写、転記、引用、配布、掲示及び処分など情報漏洩に関する一切

を禁止します。ただし、本調達に関する提出書類等に盛り込む場合は例外とし、印刷、製本等の過程におい

ても守秘管理を徹底します。

(2)当該仕様書等図書を受領した者は、返却までの間、施錠できる場所にて適正な守秘管理を誠実に実施し

ます。

(3)受注者確定後、受注者以外は当該様書等図書を受領した担当官あて返却します。

(4)受注者は、履行終了後に3項にならい返却します。

(5)本契約により作成する完成図書の取扱についても1項の禁止事項を準用します。

(6)当社の本件にかかる情報管理責任者は、別添「情報取扱者名簿」に定めます。

(7)秘密事項の漏洩等事故が発生し、又はその恐れがあると認めた場合は、直ちに秘密事項の漏洩拡大防止

等の措置を講じるとともに担当官あて速報します。

2「情報保全に係る履行体制の確保」について

(1)本業務で知り得た保護すべき情報は、情報取扱者名簿に記載のある情報取扱者以外に伝達又は漏洩さ

れないことを保証します。

(2)海上保安庁総務部情報通信課長 (以下、担当原課長)が同意した場合を除き、参加者に係る親会社、地域

統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の参加者に対して指導、監督、業

務支援、助言、監査等を行う者を含む―切の参加者以外の者に対して伝達又は漏洩されないことを保証す

る履行体制を有しています。

(3)本業務において、情報保全に係る履行体制に変更する必要が生じた場合、担当原課長へ報告するととも
に、担当原課長の許可が得られなければ、いかなる場合においても、情報保全に係る履行体制を変更しま

せん。

また、本業務で知り得た保護すべき情報について、情報取扱者以外の者に開示する必要が発生した場

合、担当原課長へ報告するとともに、担当原課長の許可が得られなければ、いかなる場合においても、情報

を開示しません。

(4)本業務で知り得た保護すべき情報を記録した資料に関する業務履行完了後における取扱い(返却・削除
等)については、担当原課長の指示に従います。

なお、海上保安庁との契約にかかる関係書類については適切に保管するものとします。
(5)本業務で知り得た保護すべき情報について、報道等での指摘も含め、漏洩等の事故や恐れが判明した場
合については、業務の履行中・履行後を問わず、事実関係等について直ちに担当原課長へ報告するものと
します。

なお、報告がない場合でも、情報の漏洩等の懸念や事故等がある場合には、海上保安庁が行う報告徴収
や調査に応じます。

(6)提出した資料のうち個人情報が記載された情報取扱者名簿は、返却を受けた後 5年間保管し、海上保安
庁からの要求があった場合は提出します。

海上保安庁総務部情報通信課長 殿

令和  年  月 日

約

住   所

会 社 名

代表者氏名



氏名 住所 生年月日 所属部署 役職

情報管理責任者

(※ 1)

A

情報取扱管理者

(※ 2)

B

C

業務従事者

(※ 3)

D

E

再委託先

(※4)

F

男ll紙 3

情報保全に係る履行体制に関する資料

① 情報 取扱者名 簿 ※↑認 晟及者1鉢難 成桁 のために最側蹴要な範囲の者とすること。

(※ 1)本業務における情報取扱のすべてに責任を有する者。
(※ 2)本業務の進渉状況などの管理を行う者で、本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。
(※ 3)本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。
(※ 4)本契約後に再委託先を選定する場合は、別途選定を行う際に追記して承認を得ること。
※このほ力、 日本国籍以外の国籍を有する者について,ま 国籍やパスポート番号等を男1旋針暇告するものとする。

② 情報管理体制図

※本業務の遂行にあたって、保護すべき情報を取り扱うすべての者を記載すること (再委託先も含む)。

③ その他

・情報管理規則等の内規を有している場合で上記例を満たす情報については、当該内
・
規の添付で代用可能。
0情報管理規則等の内規があれば別途添付すること。
・必要に応じ、本紙記載の内容を確認するため追加で提出を求める場合がある。

情報取扱者

B(進捗状況管警D C(経費情報1部騎

‐■
‐■

情報管理責任者

情報取扱管理者

業務従事者 |■

再委託先

A



別 紙 4

年  月  日

自 認 書

当法人は、以下の事項について事実 と相違ないことを自認 します。

法人住所  :
法人名   :

【資格及び条件等】
□ (1)予算決算及び会計令第 70条及び第 71条の規定に該当しない者であること。
□ (2)令和 7・ 8・ 9年度国土交通省競争参加資格 (全省庁統一資格)において、「物品
の販売」の A、 B、 C又は D等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格
を有する者であること。 (資格の写を添付 )

□ (3)海上保安庁から指名停止を受けている期間中でないこと。
□ (4)警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として

国土交通省公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でない

こと。
□ (5)秘密の保全に関する規約には以下に掲げるすべての記載があること。

・秘密とする事項の指定状況
0秘密保全管理責任者の選任状況
・仕様書の保管方法
・仕様書を複製する際の措置
・仕様書及び複製の返納又は廃棄処分
・事故発生時の報告要領

(注)相違ないことを示すために、必ず、□にチェック (/)を入れること。

年  月  日

海上保安庁総務部

情報通信課長 殿

代表者 氏名 日
Ｐ
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審 査 項 目
1 
審  査  内  容 提 出 資 料

要件技術 サイバー対策にかかる調査研究等につい l①国の機関等において、過去5年以内に海上
て、過去の実績、保有する施設等及び有効 |において船舶を使用した調査研究業務を実施
な資格又は経歴を有する者の従事状況をも した実績に関する資料
とに企業の技術力を審査する。

②調査研究等に有効な資格 (国家資格、ベン
ダー資格等)又は経歴を有する者に関する資
料
※ PMP(Project Management Professional)の 資格

調査研究等実施時の体制、指揮系統及び l①プロジェクトの実施体制及び指揮系統図

>の
資格等をもとに実施体制を審査す

|_________

l②プロジェクト要員の氏名、所属、資格及び
1経歴等に関する資料

__ _  ___ __ _  __| __ _ _ _____ __

当庁から提供した資料及び作成した資料 l①企業の情報セキュリティマネジメント
にかかる秘密の保全体制、要領、設備、監 |ルに関する資料
1査、教育体制等を審査する。       |※ 「ISO/1EC27001:2022認 証 (国際標準規
|                    1格 )」 又は「JIS Q 27001:2023情 報セキュ

|リ ティ認証 (日本産業標準規格)」 の証明書

|の
写し等

l②秘密保全体制、要領 (規則)に関する資料

③セキュリティに関する専門資格を有する者
をプロジェクトに配置している証明資料
及び当該資格を有することの証明資料
※ 対象資格は情報処理安全確保支援士又は
CISSP

2実 施体制

3 秘密保全体制 レ ベ

別 表

海上保安庁サイバー対策調査研究等技術審査項目

注 1)提出資料のうち、別途担当者の承認がある場合は、その一部を省略できる。

注 2)提出資料の欄に記載された資料のほか、別途担当者の指示がある場合は、当該資料を提出
すること。

注 3)「サイバー対策」とは、サイバーセキュリティ、電波妨害及び衛星を利用した最先端技術
への対策をいう。



特庁契第25153号

 

 一金 円

（うち消費税及び地方消費税額　　　　　　　　　円）

件名

履行又は納入期限　　　　

履行又は納入場所

 貴部局入札・見積者心得及び関係説明書等を承諾の上、見積します。

単位
（予定）

数量
単価 備考

※数量・合価の（　）は、単価の場合。

　　　年　　　月　　　日

　

　

　

　

　

　

（注）１.用紙の寸法は、日本産業規格Ａ列４判とする。

連絡先２：

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名

　支出負担行為（契約）担当官

海上保安庁総務部長　殿

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：

住 所

合　　計（消費税相当額を含む）

0

見　積　書

品　　名 規　格
（予定）

合価

巡視船搭載用GNSS受信機の電波
妨害対策装置調査業務

仕様書のとおり

令和9年3月26日

式 1 0

別紙様式２ 契約番号

内　　　　訳

仕様書のとおり

巡視船搭載用GNSS受信機の電波妨害対策装置調査業務



令 和 ７ 年 度 

特庁契第２５１５３号 
 

 

 

 

 

 

 

 

請負契約書（役務） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        請負契約書（役務） 

                                                          

                                                 収入印紙 

１．契 約 件 名       巡視船搭載用GNSS受信機の電波妨害対策装置調査業務 

 

２．契 約 金 額       金 円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税額  金 円） 

 

３．履行期間   契約締結日から令和９年３月２６日 

         検証実施計画書納入期日 令和８年３月３１日 

  

４．履行場所   仕様書のとおり 

 

５．契約保証金  免  除 

 

 

上記請負作業について、発注者 支出負担行為担当官 海上保安庁総務部長 澤井 俊 は、 

受注者                      と、次の条件により請負契約を締結する。 
 
 
 
 
 

 

 



（総  則） 

第１条 受注者は、別紙仕様書に定めるところに従い、責任をもって頭書の作業を実施するものとし、発注者はこれに対し契約金額を受注者に支払

うものとする。 

 

（仕様書の解釈等） 

第２条 受注者は、仕様書について疑義を生じたもの又は仕様書に明記されていない事項については発注者受注者協議して定めるものとし、その他

軽徴なものについては、発注者または監督すべきことを命ぜられた職員（以下「監督職員」という。）の解釈若しくは指示に従い、契約金額の範

囲をもって作業を実施するものとする。 

２ 受注者は、発注者が必要と認めてその旨を指示したときは、請負内訳明細書を提出するものとする。 

 

（監督職員） 

第３条 発注者は監督職員を命じたときは、その官職及び氏名を受注者に通知するものとする。 

２ 受注者は監督職員の監督の実施について必要な費用を負担するものとする。 

３ 受注者は他の条項に定めるもののほか、監督職員から監督の実施について必要な資料の提出または提示を求められた場合には、これに応ずるも

のとする。 

４ 受注者は監督職員から立ち合いを求められた場合は、これに応ずるものとする。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約により生ずる権利又は義務は、これを第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限

りでない。 

 

（一括再委託等の禁止） 

第５条 受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。 

２ 前項の「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等を言うものとする。 

 

（再委託及び再委託内容等の変更の事前承諾義務） 



第６条 受注者は、業務の一部（「主たる部分」を除く。）を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき（以下「再委託」という。）は、あら

かじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承認

を得なければならない。 

なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。 

２ 前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍、文献購入、消耗品購入、

会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときは、適用しない。 

３ 受注者は、第１項にて承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、前項の軽微

な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面（以下「履行体制に関する書

面」という。）を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。 

４ 受注者は、前項の場合において、発注者が適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。 

５ 第１項のなお書きの規定は、軽微な変更に該当するときは、適用しない。 

 

（再委託の相手方に対する監督） 

第７条 受注者は、発注者又は監督職員が再委託の相手方に、受注者に対すると同様の監督をすることができるように必要な措置をとらなければな

らない。 

２ 受注者は、役務を第三者に請け負わせる場合においても、この契約により受注者の義務とされている事項につきその責を免れない。 

 

（代理人等に関する措置要求） 

第８条 受注者は代理人（下請人は代理人とみなす。以下同じ。）使用人又は労務者の身元および、風紀、衛生、規律の維持について一切の責任を

負い、発注者又は監督職員が著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対し事由を明示して必要な措置を求めることができるものと

する。 

 

（行政庁に対する手続） 

第９条 受注者は、その作業について、行政庁の検査、検定等を必要とするときは、自己の費用をもって、当該行政庁に対する必要な手続きをする

ものとする。 

 



（物価変動等による契約金額の変更） 

第１０条 物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変等により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至った場

合は、発注者受注者協議して、これを変更することができるものとする。 

 

（履行期限及び仕様の変更等） 

第１１条 発注者は、その都合により、履行期限又は、別紙仕様内容を変更し、又は一時中止し、若しくはこれを打ち切ることができるものとする。 

２ 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは発注者受注者協議して、その金額を増減するものとする。 

 

（履行完了の通知及び検査） 

第１２条 受注者は、履行完了した場合は、その旨を書面により発注者に通知するものとする。 

２ 発注者は、前項の通知をうけたときは、検査を行うべきことを命じた職員（以下「検査職員」という。）により検査を行うものとする。 

３ 受注者は、検査職員から検査の実施について必要な書類等の提示若しくは提出又は説明を求められた場合には、これに応ずるものとする。 

 

（代金の請求） 

第１３条 受注者は、前条に定める履行完了の検査に合格後に請負代金を請求することができるものとする。 

 

（代金の支払） 

第１４条 発注者は、受注者が履行完了後、年度毎に提出する適法な支払請求書を受理した日から３０日以内（以下「約定期間」という。）に、海

上保安庁において、その代金を受注者に支払うものとする。 

２ 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、

これを受注者に返付するものとする。この場合においては、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日まで

の期間は、約定期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適法な

支払請求書の提出がなかったものとし、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。 

 

（遅延利息） 

第１５条 発注者は、約定期間内に請負代金を支払わないときは、受注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。 



２ 遅延利息の額は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年２．５パーセントとする。ただし、受注者が代金の受理を遅

滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないも

のとする。 

３ 前項の規定により計算した遅延利息の額が１００円末満であるときは遅延利息を支払うことを要せず、その額に１００円末満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てるものとする。 

４ 発注者が検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了した日までの日数は、約定期間の日数から差し引くも

のとし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前３項

の例に準じて計算した金額を受注者に支払うものとする。 

 

（履行期限の延伸） 

第１６条 受注者は、所定の期限までに履行を完了することができないときは、あらかじめ遅滞の理由及び引渡可能期日を明示して、発注者に履行

期限の延伸の承認を求めなければならない。 

２ 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。ただし、遅滞が天災地変その他受注者の責めに帰する

ことのできない事由に基づく場合のほか、遅滞金を徴収する。 

 

（遅滞金） 

第１７条 前条第２項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の履行期限満了の日の翌日から完了までの日数に応じ、契約金額の年３パーセントと

する。ただし、その総額が契約金額の１０分の１を超える場合は、その超過額は遅滞金に算入しないものとする。 

２ 前項の遅滞日数の計算については、検査期間が始まる日の翌日から発注者が検査に着手した日の前日までの日数は、これを遅滞日数に算入しな

いものとする。 

 

（臨機の措置） 

第１８条 受注者は、災害防止等のため特に必要と認める場合は、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者はあらかじめ、

監督職員の意見を求めるものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。 

２ 前項の場合において、受注者は、そのとった措置につき、遅滞なく監督職員に報告しなければならない。 

３ 監督職員は、災害防止その他の作業の施工上緊急に必要な事項については、受注者に対し臨機の措置をとることを求めることができる。この場



合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。 

４ 第１項及び前項の措置に要した経費のうち、発注者受注者協議して契約金額に含めることを不適当と認めた部分については、発注者がこれを負

担するものとする。 

 

（危険負担） 

第１９条 受注者の使用人が発注者の施設物においてなす業務上の行為はすべて受注者の責任とする。また業務上負傷しもしくは死亡した場合は全

て受注者の責任とする。 

２ 受注者は、その使用人が遂行中発注者の建造物又は器物を破損したときは、発注者がやむを得ないものと認めた場合を除くほか、発注者の決定

する方法により弁償するものとする。 

（契約不適合責任） 

第２０条 受注者は、成果品の所有権移転後１年以内に、その成果品の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適

合」という。）であることが発見されたときは、発注者の請求により、自己の費用をもってこれを修補し、代替物を引渡し又は不足分を引渡さな

ければならない。また、その契約不適合によって生じた物品の亡失若しくは損傷に対して、損害を賠償するものとする。 

 

（契約の解除） 

第２１条 下記各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 

 （１） 受注者から解除の申出があったとき。 

 （２） 受注者が第４条、第５条及び第６条の規定に違反したとき。 

 （３） 前号のほか、受注者がこの契約に違反し、そのため発注者が契約の目的を達することができないとき。 

 （４） この契約の履行について、受注者又はその代理人若しくはその使用人等が、不正の行為をしたとき又はこれらの者が発注者の行う検査若

しくは監督を妨げようとしたとき。 

 （５） 受注者が破産の宣告を受け、又は居所不明となったとき。 

２ 前項第１号から第４号までの場合において、受注者は違約金として、契約解除金額に対する１０分の１に相当する金額を発注者の指定する期間

内に支払わなければならない。ただし、第１号の場合において、受注者の責に帰することのできない事由があるときは、この限りではない。 

３ 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。）が次の各号のいずれかに該当するときは、

この契約を解除することができる。 



 （１） 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所

の代表者をいう。以下この条において同じ。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団

対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

 （２） 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められると

き。 

 （３） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する

などしたと認められるとき。 

 （４） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、

若しくは関与していると認められるとき。 

 （５） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

 （６） 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第１号から第５号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結した

と認められるとき。 

 （７） 受注者が、第１号から第５号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合（第６号に該当する場合を除

く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

４ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間

内に支払わなければならない。 

 

第２２条 発注者は、前条に定める場合のほか、自己の都合により、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、受注者

に損害が生じ解約後３０日以内に請求があるときは、発注者はその損害賠償するものとする。  

２ 前項の損害額は、発注者受注者協議して定めるものとする。 

 

第２３条 受注者は、第１１条の規定による仕様内容の変更のため契約金額が２／３以下に減少したとき又は同条の規定による変更契約期間が頭書

の期間の１／２以下に達したときは、この契約を解除することができる。 

 

（相殺等） 

第２４条 この契約により発注者が受注者から収得すべき違約金等の金額がある場合において、発注者が当該金額と相殺することができる債務を受



注者に対して有するときは、これを相殺するものとする。 

２ 前項の規定により相殺を行っても、なお発注者において、収得金額のある場合又は発注者が違約金等を徴収する場合において、受注者が発注者

の指定する相当の期限までにこれらの金額を支払わないときは、受注者は、発注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。 

  ただし、当該収得金、違約金等が１，０００円未満の場合は、この限りでない。 

３ 第１５条第２項及び第３項の規定は、前項の遅延利息について準用する。この場合において、第２項中「年２．５パーセント」とあるのは「年

３パーセント」と、同項ただし書き中「受注者」とあるのは「発注者」と、第３項中「１００円」とあるのは「１円」と読み替えるものとする。 

 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第２５条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額（この契約締結後、契約金額の

変更があった場合には、変更後の契約金額）の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

 （１） この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。） 

第３条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が

受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下

「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消された

場合を含む。） 

 （２） 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である

事業者団体（以下「受注者等」という。に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われてい

ないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。）において、この契約に関し、独占禁

止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

  （３） 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとさ

れた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間（これらの命令に係る事件について、公

正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の

実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

 （４） この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６又は独占禁

止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応



じ、年３パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第２６条 本作業により知得した成果品の内容、情報等の秘密は、これを第三者に漏洩してはならない。 

 

（契約外の事項） 

第２７条 この契約に定めない事項又はこの契約の履行について、疑義又は紛議を生じたときは、発注者・受注者協議して定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



以上契約を証するため、この証書２通を作成し、発注者・受注者各１通を保有する。 

 

   令和 年 月 日 

 

 

住   所   東京都千代田区霞が関２－１－３ 

           発注者          支出負担行為担当官   

                氏   名   海上保安庁総務部長 澤井 俊 

 

 

                住   所    

           受注者                  

                氏   名    

    

        


